第41回紫波町産業まつり出店者申込要項
本要項は、「第41回紫波町産業まつり」への出店に関することを定めたものであり、各出店者は本要項を確認の上、申込を行うこと。
申込をもって本要項の内容を承諾したこととみなし、本要項に反する事案が発生した場合は、出店を取り消すことがあるほか、悪質な事案については、今後一切の出店を認めない場合がある。

１. 第 41 回紫波町産業まつり概要
 （１） 事業名称： 第41回紫波町産業まつり
 （２） 目的
 ・　町内の産業振興を図る。
 ・　町内の食を発信し、町内外での認知を高める。
 ・　町内企業への理解を深める。
 ・　町内の特産品を広く紹介する。
 ・　暮らし心地の良いまちとしての紫波町を発信する。
 ・　県内の特産品の販売を通じて町内外の交流を図る。
（３） 主催
 　紫波町産業まつり実行委員会
 【構成団体】紫波町、岩手中央農業協同組合、紫波町商工会、（一社）紫波町観光交流協会
 （４） 後援 前回の状況を踏まえ各種団体に依頼を予定
 （５） 日時
 令和8年 10 月 17 日（土）午前 10時から午後4時
 　令和8年 10 月 18 日（日）午前  ９時から午後３時
 （６） 会場
サン･ビレッジ紫波（紫波町多目的スポーツ施設）､オガール大通り公園
 （７） 開催内容（予定）
・　オープニングセレモニー
　・　オープニングプレゼント
　・　JAいわて中央主催　餅まき
　・　JAいわて中央主催　満一歳一升餅背負い
・　JAいわて中央青年部主催○×クイズ
　・　紫波町商工会　各種部会展示
　・　紫波の地酒コーナー
　・　紫波の農産品コーナー
　・　友好都市、姉妹都市コーナー
　・　紫波町包括連携協定企業・団体出展
　・　子供たちの演技
　

２. 申込方法
 下記書類作成の上、紫波町産業まつり実行委員会事務局に提出すること。
 （１） 提出書類
１．第41回紫波町産業まつり出店申込書 １部
２．誓約書 １部　※「初出店者のみ」
３．ブース内配置図 １部
 　※出店申込書、ブース内配置図の様式に記載内容が収まらない場合は、任意の様式で
提出いただいても差し支えない。
 　※提出された書類を確認し、事務局及び関係各所から疑義等が生じた場合は個別に
　　問い合わせることや追加資料の提出を求める場合がある。
（２） 提出先
 （持参・郵送の場合）〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目３番地１
 　　紫波町産業まつり実行委員会事務局（紫波町役場産業部商工観光課内）
（メールの場合） kanko@town.shiwa.iwate.jp
　　（３）提出期限
　　　　令和8年 6月 26日（金）17時まで（郵送の場合は必着）

３ 出店条件
・出店枠数：65ブース（屋外：43枠　屋内：22枠 キッチンカー5枠）
  ・前回出店数：64ブース （屋内：21 　屋外：43　キッチンカー 4）
 ブースついては、以下の条件に合致する事業者のみ出店申込を認める。
 また、応募が予定数を超える場合は、出店を断る場合がある。
 （１） 出店資格
（共通）
事業者及び事業者の構成員が紫波町暴力団排除条例（平成24年条例第30号）
第２条第３号に規定する暴力団員等に該当しないこと
（営利事業者）
 ・町内に本社、支社、事業所をもつ事業者
 ・町外に本社、支社、事業所をもつ事業者のうち、産業まつりの目的に寄与する事業者
（非営利事業者）
  ・町内に拠点をもつ事業者
 ・町外に拠点をもつ事業者のうち、町内の産業振興に資する出店を行おうとする事業者
※町内の産業振興に資する出店とは、町内の農業、工業、商業、ICT技術、職業訓
練の振興に資する取り組みのことを指す。
 例１：スマート農業技術に関する展示（〇）
 例２：産業振興以外が主目的の公的団体による活動（×）
 例３：産業振興が主目的ではない展示、ワークショップ（×）


 （２） 出店資格共通留意事項
 ・警察等の関係機関にしかるべき照会を行う予定としている。
・名義貸しを行った場合、出店の取り消しに加え、名義を貸した事業者も含めて、
今後一切の出店を認めない。
・次のいずれかに該当する場合、またはその恐れがあると判断した場合には、出店の申込を
不承認とし、また、出店契約の成立後であっても、出店決定を取り消すことができます
A. 他人になりすまして申込を試みた場合、または申込をした場合。
B. 共同出店者から本規約への同意を得ずに申込を試みた場合、または申込をし
　た場合。
C. 過去に紫波町内の催事、イベントにおいて、規約違反したことがある場合。
D. 当実行委員会が不適切又は不適当であると判断した場合。

（３） 出店料
・営利事業者　：町内事業者　25,000 円（２日間、１ブース当りの料金）
町外事業者　35,000 円（　　　　　　〃　　　　　　）
      ・非営利事業者：無料
※特別な事情により、複数のブースを設置した場合の出店料は１ブース毎に応じた料金が
発生する。１日のみの出店であっても料金の変更はなし。
※町内事業者とは、町内に本社、支社、事業所をもつ事業者
（４） ブース
 原則、１事業者１ブースとする。特別な事情により、複数のブース設置を希望する
場合は、事務局へ事前に相談のこと。
１ブースの大きさの目安は以下のとおり。
 屋内：1.8ｍ（縦）×3.6ｍ（横） 屋外：3.6ｍ（縦）×5.4ｍ（横）
上記目安をより小さく、大きくしたい場合については、出店内容等を勘案し、
配置を検討するため、事前に事務局へ相談のこと。 
４ 出店について
 （１） 出店に係る搬入・搬出は以下の期日内に出店者の責任において行う
ものとする。なお、搬入・搬出に係る経費は出店者の負担とする。
    搬入：令和8年 10 月 16日（金） 午前９時から午後５時まで
令和8年 10 月 17日（土） 午前7時半から午前8時20分まで
 搬出：令和8年 10 月 18 日（日） 事業終了から午後５時まで
 　　　令和8年 10 月 19 日（月） 午前８時 45 分から午前 10 時まで
 ※上記時間帯以外に事前搬出を要する場合は、事前に事務局へ相談のこと。
 ※搬入・搬出の際、施設設備の破損・汚損等が発生した場合は申し出ること。
申し出が無く、事務局で確認した場合は関係機関に通報する等のしかるべき措置を行う。
 （２） 配置申込内容精査の上、事務局で配置を決定する。
なお、調理等を伴う飲食での出店や、屋内で出店することが事業運営上困難であると
事務局が判断するものは、屋内での出店希望であっても屋外への出店に移動していた
だく場合がある。
（３） 事業開催中の対応事業開催中は常時出店者が店舗にいることとし、出店者の責任に
おいて店舗管理及び来客対応を行うこと。
また、事業開催中に係る経費は出店者の負担とする。
 （４） 出店に係る許認可出店に際し、所管消防署への「露店等開設届出」、所管保健所へ
の「臨時営業許可」については事務局で一括して行うものとする。
関係各所への届出等に必要な資料を追加で求める場合があるため、要請があった際は
適切に対応すること。
飲食出店に関しては「臨時営業許可」のため、提供できる食品は『調理工程が簡易なもので、原則、加熱調理が行われるもの』に限る。
そのため、申請内容を審査した際、提供を認めない場合がある。
事務局で許認可を行わないもので、個別具体に必要となる許認可については、出店者の
負担及び責任において必要な許可を取ること。（例：酒類販売許可等）
 （５） 火気の使用出店に際し、火気を使用する場合は屋外で使用すること。
併せて火気の使用にあたっては関係法令を遵守し、必要な措置を講じること。
特に火気を使用する際は必ず消火器を用意すること。
また、屋内での火気の使用は一切認めないことから、火気の使用を要する出店の場合は
必ず屋外にて出店すること。
 （６） 事務局が借用物品として用意するもの
   ・屋外テント（3.6ｍ×5.4ｍ）
 ・机
 ・イス
 ・パネル（屋内のみ）
 ・パネル脚（屋内のみ）
 ※屋外テントは原則、事務局が用意した物を使用すること。
 ※机、いす、パネル、パネル脚は例年不足することから、必要に応じて出店者で
持ち込むこと。
５ その他
[bookmark: _GoBack] （１） 出店者会議出店が確定した事業者については、出店者会議を以下日程で予定していることから、日程の調整をお願い致します。※出店者申込締切後、別途案内をさせていただきます。
第41回 紫波町産業まつり 出店者会議 
日程 ：令和8年 ９ 月 16 日（水） 14 時 00 分から
 場所 ：紫波町役場 会議室 301・302・303
 その他：各事業者１名のみの参加とする（複数ブース設置の場合でも代表１名とする） 
（２） 問い合わせ先
 紫波町産業まつりに関すること、本申込要項については下記まで問い合わせのこと。 

紫波町産業まつり実行委員会事務局 （紫波町役場産業部商工観光課内） 
〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目３番地１
TEL 019-672-2111（内線 2213）・ FAX 019-672-2311　　E-mail kanko@town.shiwa.iwate.jp
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